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豪雨時の山地・林道災害の被害把握と情報活用の実態 

～近年被害が顕著だった九州 7 県を例に～ 

森林政策学研究室 

渡邉 涼介 

 

1. 研究背景 

 日本は急峻な山地や谷地が多いうえに地震や火山

活動が活発であるという国土条件にある。さらに、

台風や豪雨、豪雪に見舞われやすいという気象条件

が加わり、土石流や地すべり、がけ崩れなどの土砂

災害が発生しやすい (防災白書,2006)。特に近年、

九州においては平成 29(2017)年７月九州北部豪雨

をはじめ、平成 30(2018)年７月豪雨や令和元(2019)

年８月前線に伴う豪雨、令和２(2020)年７月豪雨な

ど多数の豪雨被害が生じ、山地や林道への被害も顕

著だった(防災白書,2021)。このような被害は今後も

地球温暖化の進行による短時間強雨や大雨の発生頻

度の増加に伴い増加すると考えられ、大規模な豪雨

に起因する土砂災害への対策が求められている(国

土交通省気候変動適応計画,2015)。豪雨災害、土砂

災害の発生時には、甚大な被害を防ぎ、早期の災害

復旧を行うためにも迅速かつ精度の高い被害状況の

把握が求められる(松本 2014,林 2017)。これまで、

状況把握に関して、人工衛星画像データから災害被

害地を判別する手法の開発(林,2017)や人的に確認

できない被害地へのドローンの利活用 (樫原

ら,2016)等、自然科学的な技術検討は行われている。

しかし、収集する情報の内容や報告経路、担い手等、

社会科学的な面から検討を行っている論文はほとん

どない。 

また、2016年には防災・減災に向けて「情報難民

ゼロプロジェクト」が総務省に設置されるなど、ソ

フト対策が重視されている。災害情報の利用実態を

把握することは非常に重要である(牛山ら,2003)。し

かし、近年の豪雨被害を受けて、『収集した情報をど

のように利用するようになったか』や『行政の体制

に変化が生じているか』は明らかになっていない。

そこで本研究では、近年、豪雨被害が多数発生して

いる九州各県において、森林・林業関連部署が収集

する情報の内容や報告経路、担い手等について明ら

かにすることを目的とした。また、近年の豪雨被害

を受けての情報の利用の仕方や災害に対する体制の

変化について明らかにし、それぞれの課題について

検討した。 

 

2. 調査方法  

 調査方法は九州 7 県を対象に行政資料の収集と担

当者への聞き取り調査(宮崎県に対してはアンケー

ト調査)を行った。調査対象部署は福岡県農林水産部

農村森林整備課および林業振興課、熊本県農林水産

部森林局森林整備課、森林保全課、林業振興課およ

び公益社団法人熊本県林業公社、大分県農林水産部

林務管理課および森林整備室、佐賀県農林水産部森

林整備課および林業課、鹿児島県環境林務部森づく

り推進課およびかごしま材推進課、長崎県農林部森

林整備室、宮崎県環境森林部環境森林課である。さ

らに近年、被害が顕著だった市町村として福岡県朝

倉郡東峰村役場農林建設課、大分県日田市農林振興

部林業振興課に対しても行政資料の収集と聞き取り

調査を行った。 

 

3. 結果 

3.1. 災害発生時の情報収集とその担い手 

 災害発生時の収集情報や担い手、報告の経路におい

て九州 7 県で大きな違いは見られなかったが、山地

被害と林道被害では違いがみられた。なお、山地被

害とは山腹での土砂災害や治山に係る施設、もしく

は渓流の保全に係る施設への被害を指し、林道被害

とは林道台帳に記載のある林道、林道上の排水施設、

集材土場、林産物施設、木材加工施設の被害を指す。

林道被害と言われる場合には基本的に森林作業道へ

の被害は含まないが、規格が林道と遜色ないものに

関しては含まれることがある。 

担い手と経路は図 1 で示すような概略図で表すこ

とができる。まず、山地被害が生じた際には、農協

や漁協、森林組合等、日ごろから農林水産業に従事

している事業体、あるいは地域住民から近隣の市町

村へと連絡される。それと同時に市町村の山地災害

担当者は報告をもとに被害箇所へ向かう。その後、

踏査やドローンを用いた撮影を通して簡単な測量を

行い、被害を把握する。この際、県の職員が随伴し

把握を行う場合もある。また被害の把握範囲は基本

的に保全対象(人家や治山施設、道路など)に影響の

ある被害のみを把握の対象とし、管轄内もしくは県

内の森林全体の被害把握は行われない。ただし、激
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甚災害指定が行われるような規模の大きい場合災害

の場合、国が派遣、もしくは県で保有しているヘリ

コプターなどを用いて大規模な被害把握を行う場合

がある。また７県の中で長崎県では航空レーザー測

量を用いて被害の把握が行われていた。 

林道被害があった場合も農協や漁協、森林組合や

地域住民からの報告は受ける。しかし、基本的には

市町村の林道担当者が管轄内の全路線で踏査やドロ

ーンを用いて撮影し、簡単な測量を行い被害の把握

を行う。そうして収集された情報は農林事務所や振

興局と呼ばれる県の出先機関が取りまとめ、県内の

山地被害担当部署と林道被害担当部署へと伝達され

る。各部署で被害の分類と計上がなされると、次に

情報の集約機能を有した県内の部署が再度とりまと

めを行う。ここで他の災害情報とまとめて災害対策

本部や林野庁へと報告される。そして最終的に災害

情報として公表がなされる仕組みになっていた。ま

た、県は確定した被害状況や復旧額を 30 日以内に

林野庁に対して報告する必要があり、市町村は 2-3

日ごとに随時把握した被害状況を県に報告する必要

があった。 

 

 

図 1 情報収集の担い手と報告経路 

 

3.2. 収集した情報の報告形式とその内容 

 県から林野庁へ報告は林野庁から指定の様式が用

いられ、九州 7 県において大きな違いは見られなか

った。山地被害の報告は、災害名、発生日時、被害

箇所(市町村・大字・字)、被害の範囲(ha)、被害額、

治山施設の種類、被害状況(定性的な様子・人的被害・

家屋被害)、法指定(保安林かどうか,危険の有無と規

格)、対応事業と実施年度、雨量(最大 24 時間・最大

1 時間・累積・観測地点)、その他の気象情報・地域

防災体制の有無、避難訓練の有無、防災無線の有無、

緯度経度、対象となる森林の樹種名、林齢の 17 種の

情報記載が必要である。 

林道施設等の被害報告は現市町村名、路線名、奥

地そのた、施行主体、箇所番号、延長距離、被害額、

小災害か否か(被害額40万円以下)、降雨発生年月日、

被害発生年月日、被害内容(路肩崩壊・法面崩壊等)、

報告日時、通行止めの有無、人家被害の有無、災害

名の 14 種の情報を記載する必要があった。市町村

から県への報告様式は、指定がなく形式は異なって

いたが記載内容に大きな違いは見られなかった。ま

た林道被害の報告においては市町村から県への報告

には『被害箇所の起点からの距離』として被害箇所

の位置情報が記録されていることがあったが、県へ

の報告に被害箇所の位置情報に関する記載は見られ

なかった。 

 

3.3. 情報の利活用や体制の変化について 

 情報の利活用や体制の変化については九州 7 県に

おいて違いがみられた。違いを表 1 で示す。 

 

表 1 情報の利活用や体制の変化の違い 

 

福岡県では森林クラウド内の地図上で過去の被害

情報を閲覧できる仕組みを構築するために収集した

被害情報を利活用する動きがみられた。また2019年

に１カ所の復旧工事費が２億円以上または開設完了

後２年以内に再度被災した箇所は県が受託して工事

を施工できる制度が定められるなど制度面の変化が

みられた。市町村体制では、平成 29(2017)年７月九

州北部豪雨を受けた東峰村では職員のみで災害対応

が行えなかった経験をもとに、県や他市町村からの

職員派遣要請、技術職員（土木）の新規募集、一般

財源を利用した市町村の災害担当 OB の再雇用を行

うなど、人員面での体制変化がみられた。 

佐賀県では、これまで紙ベースで報告・管理され

ていた被害情報を県の所有するクラウド上で一括管

理し、県の職員がリアルタイムで確認できるシステ

ムを考案するなど、情報収集・管理の効率化をはか

るため、勉強会を実施していた。 

長崎県では 2015 年頃から航空写真や目視での被

害把握の難しさと地形の変化をとらえることの重要

性が認識され、航空レーザー測量による地形データ

の整備が進められていた。これは地形の変化を定量

化、可視化するための情報活用ともいえる。 
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熊本県では近年の災害を受けて、林内路網の新規

開設のためのガイドラインの作成が行われていた。

航空写真や地形図を利用して図２で示すような画像

を作成し、崩壊が生じやすい地域を可視化すること

で、災害に強い道作りを進めていた。 

 

図 2 熊本県の情報活用例 

資料：「林地保全に配慮した林業のガイドライン」 

 

大分県では情報の利活用は見られなかったが、体

制の変化として、2022 年から森林作業道技術者認定

制度を開始していた。これは講習・認定を受けた技

術者が申請を行わないと補助金の申請ができない仕

組みである。この仕組みの導入を通して強固な林道

の開設を図る制度面での変化である。また大分県日

田市では平成 29(2017)年７月九州北部豪雨で市内

152 本のうち 100 本程度の林道が被害を受けたこと

を機に、災害対策のための情報収集に力を入れてい

た。具体的には、森林環境譲与税を利用して林道の

位置情報の収集であり、GIS を搭載した車で林道を

通行し、林道の位置や形状を記録し、林道台帳の整

備を行う取り組みである。情報収集に関する変化と

いえる。さらに、これまで農業系という大きな枠組

みで行っていた一括的な採用枠に新たに基盤整備係

という枠を追加したた。また、林道の維持管理のた

めの人材確保策として環境譲与税でシルバー人材の

雇用を行うなど、人材面での体制変化も見られた。 

鹿児島県では情報の利活用は見られなかったが、

体制の変化として 2015 年頃から森林土木協会と森

林災害協定を結び、台風時や災害発生時の見回りを

協力して行うなど人材面での体制変化がみられた。 

 

4.1. 情報収集とその担い手に関する課題 

防災・減災に向けた情報収集経路に関する課題と

して、山地被害担当と林道被害担当の分離が挙げら

れる。近年、豪雨被害の中で林内路網(林道、林業専

用道、森林作業道)を起点とした土砂災害が多数報告

されている(宮縁 2009,小山 2011,寺本 2015)。図 3

は林野庁が公開している林野関係被害の被害箇所数

と被害額を被害種類別にみたグラフである。 

 

図 3 2020年の林野関係被害箇所と被害額の割合 

資料：令和 2(2020)年林野関係被害(林野庁) 

 

林道施設等の被害箇所数は全体の 8 割以上、被害

額でも全体の約 3 分の 1 を占める。今後の防災・減

災を考えるうえでも路網関係の被害軽減は重要だと

考えられる。一方で、今回の研究を通して、林道被

害は山地の被害と比べ、収集する情報の種類が少な

く、特に被害箇所の位置情報に関する内容が乏しい

こと、市町村において台帳整備が義務付けられてい

ない森林作業道の被害については把握や報告がなさ

れていないことが分かった。この原因の一つが治山

担当と林道担当の分離だと考えられる。一般的に林

道とは、森林から伐り出した木の効率的な搬出や間

伐等の適切な森林整備を行うための道である。その

ため林道被害の担当部署や担当者も主な業務内容は

林業振興であることが多く、災害を主に扱う治山の

担当とは担当業務の属性が異なっていた。このこと

から、山地被害担当者と林道被害担当者が協力し、

報告内容の充実化や得られた情報の利用を進めてい

くことが防災・減災に向けた情報収集経路に関する

課題として考えられる。 

また、担い手の不足も大きな課題だと考えられる。

先述した通り、林道被害の把握においては、市町村

の林道担当者は災害発生時管轄内の路線をすべて調

べる必要があるが、各市町村の担当者は 1 名から 3

名程度であることが多い(石崎,2022)。表 3 は 2019

年の九州 7 県における 1 市町村当たりの林道路線数

を示している。この表からわかる通り、大分県や宮

崎県では一市町村が管轄する平均林道路線数が 100

路線を超えており、担当者の負担が大きいことが考

えられる。また各市町村が維持管理を行う林道の数
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にはばらつきがあった。大分県日田市では管轄の林

道路線数が 200 路線を超えていることや、被害の把

握を 1 か月以内で完遂しなければならないことは災

害時に大きな負担になっていることが担当者から聞

くことができた。これは今後林道被害の把握内容の

充実化をはかるうえでも大きな課題になると考えら

れる。これらの解決策として組織外への業務委託が

方法の一つとして考えられる。今回の調査を通して

大分県日田市で環境譲与税を利用したシルバー人材

の雇用で維持管理の人手をカバーしている例や、福

岡県朝倉郡東峰村での他の市町村から人員の派遣を

要請することで把握を行っている例を確認すること

ができた。これらの例のように、いかに周囲の市町

村や地域住民の協力を得られるか、雇用のための費

用を捻出できるかが被害の把握を行う上で重要にな

っていくと考えられる。 

 

表 3 令和元年の九州 7県における 1市町村当たり 

の平均林道路線数 

 

資料：全国版および各県森林・林業統計要覧より作成 

注：「―」は各県統計に掲載されておらず、不明である。 

 

4. 3. 災害後の情報利用と体制変化の課題 

 災害後の情報利用と体制変化に関する課題として

情報の共有が不十分であることが挙げられる。今回

の研究で様々な情報の利活用や体制の変化が明らか

になったが、九州 7 県において共通して行われてい

る取り組みは確認できなかった。しかし、各取り組

みのきっかけとなった情報収集の非効率性や人員の

不足といった課題は各県共通となっている。このよ

うな課題は隣県の取り組み状況を知り、自県に取り

入れることで解決できる可能性があるが、これらの

情報交換は活発に行われていない。したがって、情

報の共有を行う機会の創出が、今後の災害対策を進

めていくうえで重要になると考えられる。 

 

まとめ 

 本研究では、災害時における情報収集能力の向上

や災害時に得られた情報の利活用を進めるうえで重

要となる実態調査に資するため、近年山地災害が多

かった九州 7 県を対象に、災害発生時の情報把握の

担い手や情報経路、収集される情報と報告様式につ

いて明らかにした。今後の災害対策上の課題として、

近年災害被害のなかで被害箇所数の多い林道被害の

把握が山地災害よりも十分でないこと、被害情報の

充実化を図っていくうえでは、被害把握の担い手が

不足していること、県の境界を跨いだ災害情報の利

活用や災害に向けた体制の情報交換が不十分である

ことを指摘した。したがって把握内容の充実化や人

材確保とその予算の確保、情報交換の活発化を行う

ことが重要だと考えられる。 

本研究では九州のおける 7 県を対象に聞き取り調

査やアンケート調査、および資料収集を行ったため、

市区町村における災害把握の実態や情報活用につい

ては２つの市町村への調査にとどまった。今後、さ

らに災害時における情報収集能力の向上や災害時に

得られた情報の利活用の実態を明らかにするために

市区町村の実態把握をする必要があると考えられる。 
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